
いまさら聞けないHACCP
飲食店、食品取扱事業者向け

【講師紹介】

約30年に渡り、食品流通業界の川上（食品メーカー）、川中（食品専門商社、食品卸）、川下（食品スーパー）での実務経験を積み、

食品の商品開発・販路拡大・品質／工程管理に大きく関わる。特に、食品の商品開発は、量販店、ＣＶＳ、百貨店向けを中心に「企

画-提案-商品開発-販促計画立案-販売-生産管理・品質管理・在庫管理」を実践。また食品工場の指導や視察も国内外合わせて

100箇所以上行い、原料選定・調達、品質管理体制構築、作業マニュアル作成のほか、衛生管理、工程管理、在庫管理、経理管理

などの運営基盤を構築してきました。現在、小須戸商工会の特産品事業にも指導中です。

TEL 38-2560/FAX 38-2027

～HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいますか？～
やらなければならないのは知っているけど・・・
何からはじめれば良いのか分からない。

何をどうすればいいのかをズバリお伝えします‼

申込書必要事項（１事業者２名まで）

事業所名

参加者氏名

電話番号

お問い合わせ・お申し込み先 小須戸商工会

【講師】
食の高付加価値化研究所
所長 椎葉 彰典 氏

●開催日時 令和４年８月３日（水） １４：３０～１５：３０
●会 場 小須戸商工会館 ３階
●対 象 者 小須戸商工会員及び小須戸地域内の飲食・食品関連事業者
●参 加 費 無料
●定 員 ２０名（先着） ※締切は８月１日（月）まで

～HACCPとは～

原料の入荷から製造、製品の出荷までの
一連の工程において、食中毒などの健康被
害を引き起こす可能性のある危害要因を科
学的根拠に基づいて管理する方法です。

令和３年6月1日から原則すべての食品等
事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求め
られるため、それぞれの事業者は規模や業
種等に応じて「HACCPに基づく衛生管理」か
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の

どちらかの衛生管理を実施しなければなり
ません。あわせて、一般衛生管理や、ＨＡＣ
ＣＰによる衛生管理のための「衛生管理計

画書」を作成する必要があります。

今回、飲食店営業又は喫茶店営業を
行っている方、その他の食品を調理す
る営業者の方を対象に食の安心安全の
ために、まだ取り組みができていない事
業者の方は、この機会に積極的にセミ
ナーへご参加ください。

何を‼どうする⁉セミナー

※裏面に事業所別に取り組むべき、HACCPの考
え方のフローチャートがあります。



HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
事業所別簡易診断フローチャート


